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杉並区 

成年後見等（区長申立）報酬助成のご案内 
杉並区長による申立てにより、成年後見制度（法定後見）が開始された成年被後見人等（以下「本人と 

いう。」）が所得や資産が少ないため、成年後見人等に対する報酬の負担が困難である場合に、報酬の 

全部または一部を助成します。 

 

成年後見制度利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申立書類を準備し、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行う。 

家庭裁判所が成年後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任

と思われる方を成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）に選

任する。 

抗告期間後、後見開始の審判が確定し、家庭裁判所から東京法務局

に審判の内容が通知される（登記の嘱託）。 

 

成年後見人等による後見活動が開始する。 

家庭裁判所への初回報告、定期報告（通常１年後）、報酬付与の審

判の申立て。 

 

定期報告時に、後見活動に対する報酬付与について成年後見人等が

審判を申立し、家庭裁判所が報酬付与額を決定（審判）する。 

本人は成年後見人等に報酬を支払う。 

 

本人の死亡もしくは判断能力の回復により、後見活動を終了す

る。 

申 立 

審判・審判確定 

後見登記 

後見活動開始 

報酬付与審判 

・報酬額の決定 

後見活動終了 

助成金額 杉並区における助成金額は、家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した 

報酬額のうち、以下を上限とした費用です（申請方法等はP.2記載）。 

 

助成上限額（月額）ア 本人が特別養護老人ホーム等の施設入所の場合：月額18,000円 

イ 上記以外の場合（本人が在宅者等）     ：月額28,000円 

※原則として、申請１回につき12か月分まで。 

※家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日の翌日から120日以内に申請手続きをしてください。 

※申請は年度内１回までになります。 
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１ 助成要件 本人が以下の（１）～（６）のすべての要件を満たしている方です。 

（１）杉並区長が、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第32条、知的障害者福祉法（昭和35年法律

第37号）第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第51条

の11の２の規定に基づき、成年後見等の開始の審判請求手続を行い、家庭裁判所が成年後見人、

保佐人及び補助人（以下「成年後見人等」という。）を選任していること。 

（２）助成の申請時点において本人の預貯金口座の残高等が60万円以下であること。 

（３）即時に現金化することのできる資産を有していないこと。 

（４）他の市区町村等から同様の助成を受けていないこと。 

（５）負債がある場合は、資産申告書（第３号様式）に返済計画等を明記すること。 

（６）死亡の場合は、報酬助成の期間は当該死亡日の属する月までであること。 

２ 申請できる方  

本人またはその成年後見人、保佐人、補助人 
※保佐人及び補助人は代理権を付与されていることが必要です。 

 

３ 申請書類  

（１）成年後見人等報酬助成申請書（第１号様式） 

（２）収入等申告書（第２号様式） 

（３）資産申告書（第３号様式） 

（４）本人名義の預金通帳の写し（通帳表面・中面と定期報告期間の開始日から報酬助成申請日までの収支と残高がわかるもの） 

（５）後見等事務報告書の写し 

（６）財産目録の写し 

（７）報酬付与申立事情説明書の写し 

（８）報酬付与審判書の写し 

（９）登記事項証明書の写し（※初回申請時には、必ず提出の必要有り） 

※死亡時は、死亡診断書等、死亡日がわかるものを添付。 

※その他、必要書類がある場合は、個別にご連絡します。 

※申請に必要な様式は、区公式ホームページで取得できます。 

 

４ 申請期限  

家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日の翌日から起算して120日以内に申請してください。 

 

５ 問い合わせ・提出先  

杉並区保健福祉部管理課 保健福祉支援担当 

〒166-8570杉並区阿佐谷南1-15-1 杉並区役所西棟10階TEL:03-3312-2111（代表） 内線3085・3086 

 

申請方法等 
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申請要件の 

確 認 本人及び申請者の要件を満たしていることをご確認ください。 

申請書類をご用意ください。 

※申請に必要な様式は区公式ホームページで取得できます。 

申請書類の 

準 備 

 

 

助成利用の流れ 

申請書類を杉並区保健福祉部管理課保健福祉支援担当へ 

ご提出ください。 

※申請は年度内１回まで。 

※原則として、申請1回につき12か月分まで。 

※申請期限は、家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日の翌日から 

120日以内。 

申請内容の審査を行い、助成の可否を決定します。 

成年後見人等報酬助成金請求書（第５号様式）に記載の本人口座へ助成金を振込みます。 

助成決定 

成年後見人等報酬助成決定（承認）

通知書を送付します。 

助成決定をうけたら、成年後見人等報酬助成金請求書（第５号様式）を 

杉並区保健福祉部管理課保健福祉支援担当へすみやかに提出してください。 

助成対象外  

その理由を付して成年後見人等報酬助成

決定（不承認）通知書を送付します。 

申請書類の 

提 出 

 

 

内容審査 

助成決定 
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Ｑ１ どのような人が申請できますか。   ▶２頁 

Ａ 杉並区長による区長申立てにより、成年後見制度（法定後見）を開始している方で、成年後見

人等に対する報酬の負担が困難な成年被後見人等が対象です。 

 

 

Ｑ２ 杉並区への報酬助成の申請は、いつ申請したらいいですか。   ▶２頁 

   Ａ 東京家庭裁判所への定期報告時期にご申請ください。 

 

 

Ｑ３ 家庭裁判所の報酬付与審判の金額が支給されますか。   ▶１頁 

   Ａ 杉並区では以下のとおり上限額を定めています。 

（報酬付与審判の金額以下となる場合があります。） 

 本人が特別養護老人ホーム等の施設入所の場合：月額18,000円 

         上記以外の場合（本人が在宅者等）     ：月額28,000円 

（区民後見人の場合は施設月額10,000円 在宅月額20,000円） 

   

 

Ｑ４ 報酬助成の対象者である本人が亡くなった場合、支給されますか。   ▶２頁 

   Ａ 報酬助成の対象となる場合は、本人が死亡した日の属する月の分までが助成対象とな

ります。申請の際は、死亡診断書等、死亡日がわかるものを添付してください。 

 

 

Ｑ５ 申請の提出期限はありますか。   ▶２頁 

   Ａ 報酬付与の審判日の翌日から120日以内です。 

 

 

 

Ｑ６ 申請書類は、どこで入手できますか。   ▶２頁 

   Ａ 杉並区公式ホームページからダウンロードできます。 

     くらし・手続き > 各種相談 > 成年後見制度 > 成年後見人等の報酬助成制度 

  

 

 

 
問い合わせ先 

杉並区保健福祉部管理課 保健福祉支援担当 

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1  

杉並区役所西棟10階TEL:03-3312-2111（代表） 内線3085・3086 

Ｑ＆Ａ 


